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３ 労働争議

（1）労働争議の発生状況、争議行為と第三者機関の関与の有無

過去 3 年間に｢労働争議があった｣組合の割合は 5.4％（前回平成 14 年調査 6.0％）となって

いる。

「労働争議があった」組合の争議行為と第三者機関の関与の有無をみると、「争議行為のみ

で第三者機関の関与がなかった」が 63.5％で最も多くなっている。なお、第三者機関の関与（「争

議行為と第三者機関の関与があった」と「第三者機関の関与のみで争議行為がなかった」の合

計）36.5％（前回平成 14年調査 28.8％）よりも増加している。（第８表）

第８表 過去 3 年間の労働争議の有無、争議行為と第三者機関の関与の有無別労働組合の割合

（単位：％）

平成19年 計 100.0 5.4 (100.0) (24.3) (63.5) (12.2) 94.6 0.0

平成14年 計 100.0 6.0 (100.0) (11.4) (71.2) (17.4) 94.0 -
注：（ ）内は労働争議があった組合を100.0とした数値。
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（2）労働争議がなかった理由

過去 3 年間に「労働争議がなかった」組合についてその理由（３つまでの複数回答）をみる

と、「対立した案件があったが話合いで解決したため」とする組合の割合が 49.7％と最も高く、

次いで「対立した案件がなかったため」が 40.1％となっている（第９表）。

第９表 労働争議がなかった理由別労働組合の割合

３つまでの複数回答（単位：％）

区 分

平成19年計 100.0 40.1 49.7 12.4 10.9 9.3 6.2 12.9 5.3 2.5 6.3 0.4

（参考）平成14年計 100.0 27.4 48.3 4.1 1.9 2.9 1.9 4.8 5.2 0.6 2.9 -

注：平成14年は主なもの１つを回答した。
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